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製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事

佐

竹

敬

久

秋
田
県
規
則
第
三
十
四
号

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
秋
田
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

製
菓
衛
生
師
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
五
号
。
以
下
「
法
」

第
一
条

製
菓
衛
生
師
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
五
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
の
施
行
に
つ
い
て
は
、
製
菓
衛
生
師
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
一

と
い
う
。
）
の
施
行
に
つ
い
て
は
、
製
菓
衛
生
師
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
一

年
政
令
第
三
百
八
十
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
及
び
製
菓
衛
生
師
法

年
政
令
第
三
百
八
十
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
及
び
製
菓
衛
生
師
法

施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
五
号

）
に
定
め
る
も
の
の

施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
五
号
。
）
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
試
験
の
公
告
等
）

（
試
験
の
公
告
等
）

第
二
条

知
事
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
製
菓
衛
生
師
試
験
（
以

第
二
条

知
事
は
、
法
第
四
条

の
規
定
に
よ
る
試
験

（
以

下
「
試
験
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う

と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該

下
「
試
験
」
と
い
う
。
）
を
行
な
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該

試
験
の
期
日
、
場
所
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
公
告
す
る
も
の
と
す

試
験
の
期
日
、
場
所
等

に
つ
い
て
公
告
す
る
も
の
と
す

る
。

る
。

２

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
試
験
の
期
日
の
二
十
日
前
ま
で

２

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
試
験
日

の
二
十
日
前
ま
で

に
、
本
籍
地
都
道
府
県
名
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
そ

に
知
事
に
願
書
を

の
国
籍
。
以
下
同
じ
。
）
、
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
を
記
載
し
た
別
に

定
め
る
様
式
に
よ
る
願
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
願
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
五
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

二

写
真
（
出
願
前
六
月
以
内
に
無
帽
で
上
半
身
を
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦

七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）
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三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
免
許
の
申
請
）

（
書
類
の
様
式
）

第
四
条

令
第
一
条
の
申
請
書
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
令
又
は
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
す

る
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
書
類
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
様
式
に
よ

る
も
の
と
す
る
。

上
欄

中
欄

下
欄

令
第
一
条

免
許
申
請
書

様
式
第
一
号

令
第
三
条

名
簿
登
録
事
項
訂
正
申
請
書

様
式
第
二
号

令
第
四
条

名
簿
登
録
の
消
除
申
請
書

様
式
第
三
号

令
第
五
条

免
許
証
書
換
交
付
申
請
書

様
式
第
四
号

令
第
六
条

免
許
証
再
交
付
申
請
書

様
式
第
五
号

規
則
第
二
条
第
二
項

受
験
願
書

様
式
第
六
号

規
則
第
三
条

合
格
証
書

様
式
第
七
号

（
名
簿
の
訂
正
の
申
請
）

第
五
条

令
第
三
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別

に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

申
請
者
の
本
籍
地
都
道
府
県
名
、
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
登
録

番
号

二

変
更
が
生
じ
た
登
録
事
項
及
び
年
月
日

（
名
簿
の
登
録
の
消
除
の
申
請
）

第
六
条

令
第
四
条
第
一
項
の
申
請
書
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別

に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

申
請
者
の
本
籍
地
都
道
府
県
名
、
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
登
録

番
号

二

消
除
を
申
請
す
る
理
由

２

令
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
名
簿
の
登
録
の
消
除
の
申
請
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
よ
り
行
う
も



- 3 -

の
と
す
る
。

一

届
出
義
務
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

届
出
義
務
者
と
死
亡
し
、
又
は
失
踪
の
宣
告
を
受
け
た
製
菓
衛
生
師
と

の
続
柄

三

死
亡
し
、
又
は
失
踪
の
宣
告
を
受
け
た
製
菓
衛
生
師
の
本
籍
地
都
道
府

県
名
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
登
録
番
号

四

死
亡
し
、
又
は
失
踪
の
宣
告
を
受
け
た
年
月
日

（
免
許
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
）

第
七
条

令
第
五
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別

に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

申
請
者
の
本
籍
地
都
道
府
県
名
、
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
登
録

番
号

二

変
更
が
生
じ
た
記
載
事
項
及
び
年
月
日

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
製
菓
衛
生
師
免
許
証
の
ほ
か
、
戸
籍
謄
本
又
は
戸

籍
抄
本
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
証
の
再
交
付
の
申
請
）

第
八
条

令
第
六
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別

に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

申
請
者
の
本
籍
地
都
道
府
県
名
、
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
登
録

番
号

二

免
許
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
事
実
及
び
年
月
日

第
九
条

略

第
五
条

略

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
七
号
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


